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「郵政民営化法等の一部を改正する法律」の成立について 

 
ＪＡバンク  
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農林中央金庫  

 
本日、「郵政民営化法等の一部を改正する法律」（以下「改正法」という。）が成立いたしました。 
 
 改正法においては、日本郵政が保有するゆうちょ銀行株式について、当分の間、３分の 1超の保

有義務を課すこととされています。 
 こうした持株比率規制の見直しは、ゆうちょ銀行を最終的に完全民営化するという方向性自体を変

更するものではないと理解しております。改正法の附則における規定のとおり、３年ごとの郵政民営化の
進捗状況についての総合的な検証の際に、郵政民営化委員会および政府により適切な見直し検討が
なされ、引き続き、できる限り早期に、日本郵政による全株式処分に向けた取組みが着実に進むことを
期待いたします。 
また、新規業務規制等の上乗せ規制に関しては、改正法の附則において、「上記検証の際に、上乗

せ規制の在り方についても郵政民営化委員会および政府が検討する」こととされています。 
私どもとしては、ゆうちょ銀行に間接的な政府出資が残る限り、上乗せ規制は緩和されるべきではな

く、公正な競争条件の確保の観点から適切な検討が行われることが極めて重要と考えています。 
 
以上を踏まえ、今後の郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証においては、間接的な政府

出資が当分の間残ることによる私どもとの競争条件への影響も含め、十分に検討いただくとともに、公正
性・透明性ある運営を確保いただくことを要望いたします。 

 
さらに、ゆうちょ銀行と民間金融機関との適正な競争関係を維持しながら、郵貯事業改革が本来の

目的に沿って進められることで、国民経済の健全な発展に繋がることを強く希望いたします。 
 
あわせて、ＪＡバンク・ＪＦマリンバンクは日本全国の農山漁村に広く店舗を展開しており、農業者や

漁業者等への金融サービスの提供を通じて、わが国の農林水産業や地域社会・経済を支えております。
こうした地域においては、ゆうちょ銀行とは直接的な競合関係にある一方で、全国ネットワークを通じて各
地域で幅広いサービスを提供している郵便局とは、農林水産業・地域の持続的な発展に向け、連携・
協調できる部分が存在すると考えます。  
こうした連携・協調が実を結ぶには、ゆうちょ銀行と私ども民間金融機関が公正な競争条件のもとで共

存し、安定した地域の金融システムを維持することを通じて、地方経済・地域社会を発展させていくこと
が重要と認識しております 

 
以  上 


